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に
配
置
さ
れ
所
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な
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日
本
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す
る
再

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
に
関
す

る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
（
以
下
「
当
局
」
と
い
う
。
）
が
捜
査
を
行
っ
て
お
り
、
当
局
と
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
日
本
国
大

使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
回
数
、
大
使
館
側
の
出
席
者
及
び
担
当
者
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
当
局

と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
情
報
収
集
を
行
う
際
等
に
支
障
を
来
す
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

現
時
点
で
は
、
日
本
側
の
関
係
者
に
対
す
る
更
な
る
調
査
を
行
う
考
え
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
電
で
の
報
告
」
以
降
、
新
た
な
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。


